
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この計画では、将来像の実現に向けて、条例に基づく７つの基本施策の具体的な取組を示すとともに、

現状と課題を踏まえ、今後７年間の計画期間の中で、重点的に取り組むべき３つの重点プロジェクトを設

定します。 

生き生きと心豊かに暮らせる文化芸術都市

条例に基づく７つの基本施策

・文化芸術活動を全く行ってい

ない市民は半数近くに及ぶ

↓
・市民等の文化芸術活動の

更なる活性化が必要

・「文化的なまち・芸術のまち」

とイメージする市民は約15％
↓

・文化芸術を活かした活力の

あるまちづくりが必要

・魅力ある資源はあるが、十分

に活用されていないとの意見

↓
・資源のブランド力を総合的に

高めることが必要

○国際的な芸術祭の開催

○芸術家と地域の交流の促進

○文化芸術と産業の連携強化

文化芸術を活かした

まちの活性化

○芸術家に対する総合的な

支援

○文化芸術活動を支える

人材の育成

○文化芸術活動を

コーディネートできる人材

の育成

文化芸術都市創造

を担う人材の育成

○魅力ある資源を活用した

事業の推進

○魅力ある資源の連携

○魅力ある資源の発信

さいたま市の

魅力ある資源の

活用と発信

推 進 体 制 の 強 化 ・ 充 実
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本計画は、「さいたま市総合振興計画」を上位計画

とし、平成２４年４月１日に施行された「さいたま市

文化芸術都市創造条例」に基づき、策定するものです。 

さいたま市 文 化 芸 術 都 市 創 造 計 画 （素 案 ）概 要 版  

さいたま市総合振興計画の目標年次と合わ

せ、平成２６年度（２０１４年）から平成３２

年度（２０２０年）までの７年間とします。 

条例の施行を受けて、平成２４年度に、条例

に基づく市の諮問機関の「文化芸術都市創造審

議会」及び「文化芸術に関する意見交換会」を

開催し、計画の基本的な骨子となる素案（原案）

を作成しました。 

平成２５年度は、審議会及び意見交換会によ

る審議を重ね、素案（原案）に重点プロジェク

トや推進体制等の新たな要素を加え、平成２５

年１１月に計画素案として取りまとめました。

１ 計画の位置づけ ２ 計画期間 

３ これまでの経過 

４ 将来像の実現に向けた計画の全体像 

 ５ 計画の主な内容 

◆７つの基本施策（別紙参照） 

○施策１ 文化芸術都市の創造のために必要な文化芸術活動の促進 

○施策２ 文化芸術に対する子どもの感性の向上 

○施策３ 伝統的・民俗的な文化芸術の継承と発展 

○施策４ 文化芸術に対する理解及び関心の促進 

○施策５ 地域に根ざした文化芸術に関する資源の発掘・保護・活用 

○施策６ 多様な文化芸術に触れる機会の提供 

○施策７ 文化芸術活動の場となる施設の充実 

◆３つの重点プロジェクト（本編Ｐ３４） 

○重点１「文化芸術を活かしたまちの活性化」 

主な取組）国際的な芸術祭の開催、芸術家と地域の交流の促進、文化芸術と産業の連携強化 

○重点２「文化芸術都市創造を担う人材の育成」 

主な取組）芸術家に対する総合的な支援、文化芸術活動を支える人材の育成、文化芸術活動

をコーディネートできる人材の育成  

○重点３「さいたま市の魅力ある資源の活用と発信」      

主な取組）「盆栽」、「漫画」「人形」、「鉄道」の活用・連携・発信  

◆計画の推進に当たって（本編Ｐ４０～４２） 

○市は、施策等の企画・立案を行い、有識者会議において、その検証を行います。 

○市、公益財団法人さいたま市文化振興事業団、文化施設等における指定管理者の役割

を明確にするとともに、連携の強化を図ります。 

○安定的・継続的な施策の展開に向けて、既存の「文化財産等取得基金」を見直し、

市民や企業からの寄附金等の受け皿にもなる「（仮称）文化基金」を設置します。 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

      

タウンミーティング パブリック・コメント 

☆議会報告 ☆審議会 
（答申） 

☆計画決定 

☆審議会 
（中間報告） 

最終調整

６ スケジュール 



新：「さいたま市文化芸術振興計画」（平成 18年３月）に記述がなく、新たに掲載するもの 

拡：「さいたま市文化芸術振興計画」（平成 18年３月）に記述されている取組の内容を拡充するもの 

＜基本施策の体系＞ 

  

 基本施策  事業展開  具体的な取組  新たな視点 
        
        

 
施策１ 

文化芸術都市の創造の

ために必要な文化芸術

活動の促進 

→ 
1-1.文化芸術活動に関わる人材の

育成・支援 
→ 

〇芸術家の活動機会の充実 新             〇文化ボランティアの活性化 拡 

〇文化芸術事業の企画・運営に関わる人材の育成 新   〇文化芸術団体の活動支援 

〇文化芸術団体の交流の促進 新            〇文化芸術活動に対する顕彰 新 
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 → 1-2.情報基盤の充実 → 〇文化芸術に関わる人材・団体情報の収集・提供 新   ○文化芸術団体の情報発信に対する支援  

       

 施策２ 

文化芸術に対する  

子どもの感性の向上 

→ 2-1.子どもの文化芸術教育の推進 → 〇未就学児に対する鑑賞・体験機会の充実 新      〇学校等との連携を通じた文化芸術教育の推進  

 → 
2-2.子どもの鑑賞・発表・体験機会

の充実 
→ 〇子どもを対象にした鑑賞・体験機会の充実          〇子どもを対象にした発表機会の充実  

       

 施策３ 

伝統的・民俗的な  

文化芸術の継承と発展 

→ 
3-1.伝統的・民俗的な文化芸術の 

継承 
→ ○後継者育成に対する支援             ○人材等の情報収集・提供 新  

 → 
3-2.伝統的・民俗的な文化芸術に 

触れる機会の充実 
→ 〇伝統的・民俗的な文化芸術の鑑賞・参加機会の充実 新  

       

 

施策４ 

文化芸術に対する理解

及び関心の促進 

→ 4-1.鑑賞機会の充実 → 〇身近な鑑賞機会の創出 拡            〇魅力ある文化芸術の鑑賞機会の提供  

 → 4-2.活動への参加機会の充実 → 〇発表機会の充実                 〇体験機会の充実  

 → 
4-3.鑑賞・参加機会に関する情報 

収集・提供 
→ 〇文化芸術事業に関する情報収集・提供  

       

 

施策５ 

地域に根ざした   

文化芸術に関する  

資源の発掘･保護･活用 

→ 5-1.盆栽文化の振興 → 
〇大宮盆栽美術館を拠点とした盆栽文化の振興 拡  〇盆栽文化と触れあえる機会の拡充 

〇「大宮盆栽」のブランド化と関連産業の振興 新 
 

 → 5-2.漫画文化の振興 → 〇漫画会館等を活用した漫画文化の振興        〇漫画文化に関わる人材の育成 新  

 → 5-3.人形文化の振興 → 〇（仮称）岩槻人形会館の整備            〇人形関連産業の振興 新  

 → 5-4.鉄道文化の振興 → 〇鉄道博物館等との連携強化 拡           〇鉄道文化に関する情報発信の強化  

 → 
5-5.多彩な文化芸術資源の発掘・ 

保護・活用 
→ 〇各区の個性を活かした文化芸術関連事業の推進    〇文化財の保存・継承  

       

 施策６ 

多様な文化芸術に  

触れる機会の提供 

→ 6-1.文化芸術を通した交流の推進 → 
〇国際的な文化芸術イベントを通じた交流 拡    ○多様な芸術家と地域の交流 拡 

〇本市とゆかりのある都市との交流 
 

 → 6-2.文化芸術によるまちづくり → 〇文化芸術資源を活かしたまちづくり 拡    ○文化芸術を活かしたまちづくり事業への支援 新  

       

 施策７ 

文化芸術活動の場と 

なる施設の充実 

→ 
7-1.文化芸術の活動の場となる 

施設の機能向上・充実 
→ 

〇利用者や時代のニーズに合わせた施設機能の向上   〇利用者に優しい施設の創出 新 

〇利用者の利便性向上 新        
 

 → 
7-2.文化芸術都市創造に向けた 

拠点機能の構築と施設連携 
→ 

〇拠点機能の構築 新                〇拠点施設を中心とする文化施設間の連携 拡 

○埼玉県や民間の文化関連施設との連携 拡 
 

 

別 紙 
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